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①．地区計画とは 
  地区計画とは、それぞれの地域の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るための計画として

都市計画法で位置づけられています。現在、市内で地区計画を定めている地域が 10 ヶ所あり、地区
が目指す将来の姿、それを実現するための方針が定められています。 

  地区計画で定められるまちづくりのルールとして以下のようなものがあります。 
 ・地区施設の配置（生活道路、公園、広場、遊歩道等） 
 ・建物の建て方やまちなみのルール（建物の高さ・敷地の大きさ、デザイン等） 
イメージ図 

出典：国土交通省「みんなで進めるまちづくりの話」 
https://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/01/index.htm 
 
②．現在の地区計画について 
  菩提寺地区のほぼ中心に位置する立地を活かし、周辺環境と調和した良好な住宅地区と近隣住民

の生活利便性の向上（日用品等の商業機能の確保）を目指した商業地区として地区計画を定めるこ
とにより、地域の社会経済活動の活性化、地域社会の構築、発展等に寄与することを目標として定め
ています。 

 
③．今回の計画の概要について 

菩提寺広野地区地区計画（令和５年８月 18 日都市計画決定）の南側にあたる地区になります。湖
南市の将来の土地利用構想として湖南市都市計画マスタープランの市街化区域に編入する地区とな
っています。今回は、新たに生活サービス地区、医療・福祉地区、住宅地区を計画しています。 

【位 置】湖南市菩提寺字北山 1491 番 67 外 
【面 積】約 4.6ha 
【土地利用計画】生活サービス地区 1.0ha 

医療・福祉地区  1.1ha 
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住宅地区     2.5ha 
【区 域 区 分】市街化調整区域 
 
④．市街化調整区域の地区計画について 
  市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域であり、建物が建てられない区域です。しかし、以下

のいずれかに該当する土地については、地区計画を定めることができます。 
  
 （１）住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われ 

た土地の区域 
 （２）建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の

区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるお
それがあるもの 

（３）健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の 
区域 

  市街化調整区域の地区計画については、運用基準に基づいて、環境の保全を図りつつ、良好な居住
環境を形成することを前提に地区計画が定められます。 

 
⑤．現状 
  地元と開発業者が開発事業および地区計画の内容の検討を行っている段階です。詳細な内容が決

まりましたら、滋賀県等との協議を進めていくことになります。 

 
⑥．将来的な土地利用の想定 

生活サービス地区 
   近隣住宅地との調和を図りながら生活利便性の向上を目指します。 
  医療・福祉地区 

    子育て世帯や高齢者の安心・快適な生活環境を目指します。 
  住宅地区 
   近隣の既存住宅との調和を目指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 -



参考 区域区分とは 
  無秩序な市街化を抑制し計画的な市街化を図るため、「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分

する制度です。 
  市街化区域……………既に市街地を形成している区域およびおおむね 10 年以内に優先的・計画的

に市街化に図るべき区域。 
            →建物が建てられるところ 

市街化調整区域………市街化を抑制する区域であり、生活に必要な施設や農林漁業用の建物等を
除き、原則開発は行えない区域。 

            →建物が建てられないところ 
イメージ図 

 

市街化区域調整区域 

市街化区域 
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住宅地区(2.5ha)

生活サービス地区(1.0ha)

医療・福祉地区(1.1ha)

現在の地区計画範囲

位置図
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